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●セーフティネット住宅として山形県へ登録する必要があります 
※セーフティネット住宅とは、高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居

を拒まない賃貸住宅です。 

●登録にあたり耐震性を有することが必要です 
※S56．6．1 前に着工した建物については耐震診断や耐震改修が必要となる場合があり

ます（S56．6．1 以降着工の建物については建築確認済み証の提出により耐震性有） 



2 

 

 

 


